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独立行政法人大学入試センター永年勤続者表彰規則 

 

（趣旨） 

第１条 独立行政法人大学入試センター（以下「センター」という。）の職員に対する理事長の行

う永年勤続の表彰（以下「表彰」という。）については、この規則の定めるところによる。 

（被表彰者） 

第２条 表彰は、次の各号の一に該当し、かつ、勤務成績が良好である者について行う。 

一 勤労感謝の日において、センター又は独立行政法人大学入試センター職員の勤務時間、休暇

等に関する規則（平成18年規則第11号）第19条第１項第３号に定める交流機関（以下「交流機

関」という。）の職員としての引き続いた在職期間（以下「勤続期間」という。）が20年以上

である者。ただし、表彰を行わない特別の事情があると認められる者を除く。 

二 退職（死亡による退職を含み、人事交流による退職を除く。）の日において、次のいずれか

に該当する者 

イ 勤続期間が30年以上である者 

ロ イに掲げる者のほか、相当の勤続期間を有し、表彰するに足りる特別の事情があると認め

られる者 

（表彰） 

第３条 表彰は、交流機関の実施した前条に掲げる表彰と同等の表彰を含め、一人の職員について

１回とする。ただし、同条第１号及び交流機関の実施した同号に掲げる表彰と同等の表彰事由に

該当して表彰された職員が同条第２号に該当することとなった場合においては、この限りでない。 

（表彰状の授与） 

第４条 表彰は、理事長が表彰状を授与することにより行う。 

２ 前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。 

（表彰の日） 

第５条 表彰は、次の各号に掲げる日に行う。 

一 第２条第１号に該当する者 勤労感謝の日 

二 第２条第２号に該当する者 退職の日 



（勤続期間等の計算） 

第６条 勤続期間の計算は、センター又は交流機関の職員となった日の属する月から表彰の日の属

する月までの月数による。 

２ 勤続期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、その月数を前項の規定により計算した

勤続期間から除算する。 

一 休職の期間（業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職の期間

並びに独立行政法人大学入試センター職員就業規則（平成18年規則第10号）第11条第１項第３

号及び第４号の規定に係る休職の期間（相当するものを含む。）を除く。） 

二 育児休業の期間 

三 懲戒処分により減給又は停職された期間 

３ 前２項の規定は、センターの職員として在職した期間の計算について準用する。 

４ センターの職員が、理事長の要請に応じ、引き続いて交流機関の職員となり、かつ、引き続き

当該交流機関の職員として在職した後引き続いて再びセンターの職員となった場合における当該

交流機関の職員としての在職期間は、センターの職員として在職した期間に通算する。 

（雑則） 

第７条 この規則で定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。 

附 則 

１ この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

２ 第２条のセンターの職員として在職した期間には、独立行政法人大学入試センター法（平成11

年法律第116号）附則第８条による改正前の国立学校設置法（昭和24年法律第150号）第三章の四

に規定される大学入試センターの職員として在職した期間を通算する。 

附 則 

この規則は、平成14年11月11日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９日30日） 

この規則は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則（令和２年３日31日） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 



別紙様式（第４条関係） 
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（備考） 用紙の大きさは、日本産業規格Ｂ列３とする。 
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